
 
 

 

（別紙） 

 

令和３年度蓮田市定例監査兼行政監査結果報告書に基づく指摘事項の措置状

況について 

 

【指摘事項】 

１. 学校災害補償規則の制定について 

全国市長会と契約している学校災害賠償補償保険は、賠償責任保険と補

償保険で構成されている。 

この保険の約款第 20 条で、補償保険について「この特約書に基づく補償

保険に加入した市は、補償保険の内容に合わせて、学校災害補償規程（市

規則）を制定するものとします。」と記載されているが、この保険に加入し

ている学校教育課及び保育課に確認したところ、「学校災害補償規則」は制

定されていなかった。 

全国市長会学校災害賠償補償保険の手引によると、学校災害補償規則が

なくとも保険に加入することはでき、この場合は契約内容にしたがい保険

金が支払われると記載されている。一方、被保険者は規則に基づき学校管

理下にある者の責任を持つことになり、補償保険は、損害賠償保険と異な

り一定の基準を設けていることから加入内容と同一の規則を制定し、原則

この規則により被保険者が負担する費用を保険金として支払うとも記載さ

れている。 

全国市長会に確認したところ、「学校災害補償規則」を制定することによ

り、市は補償する基準が明確になり、市民への対応が円滑になることから

規則制定を求めているということであった。 

また、同じ全国市長会と契約している市民総合賠償補償保険については

「蓮田市市民総合災害補償規則」、予防接種事故災害補償保険については

「蓮田市予防接種事故災害補償規則」が平成 19 年 3 月に制定されている。 

規則制定により広く市民に補償内容を知らせることは重要であることか

ら、内容を検討したうえで、学校災害補償規則の早期制定を望むものであ

る。 

 

【措置状況】 

  「蓮田市学校災害補償規則」制定に向けて関係各課との調整が終了し、令

和 5 年 3 月中の制定に向けて進めております。 

（学校教育課・保育課） 



監査（提言）  1 

●令和３年度蓮田市定例監査兼行政監査結果報告書の提言等への対応状況について 

○第３ むすび 〔提言・要望事項〕 

頁 項 目 提言・要望事項 対応の状況 所管課 

25 １ 保険金
支払いを
受ける基
準の統一
について 

蓮田市では、保険金の支払い方法が、２通り見られた。 
一点目は、保険金を市の歳入歳出予算に計上するもので、火災保険、自動車保険の車

両保険分、賠償責任保険のなかの市民総合賠償補償保険などである。二点目は、保険契
約先から被害者に保険金が支払われるもので、自動車保険の対人対物保険、賠償責任
保険のなかの施設所有（管理）者賠償責任保険などである。 
地方自治法第210条には「一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを

歳入歳出予算に編入しなければならない。」とあり、収入支出ともその予定額を歳入歳出
予算に計上する総計予算主義の原則である。一方、保険契約先から被害者に直接保険
金を支払う旨の契約がされている場合は、保険契約先から被害者へという現金の流れだ
けしかないことから、収入と支出が公金を経由せず処理したとしても、総計予算主義の原
則に反していないという考え方もある。 
今後は、市としても保険金支払いを受ける一定の基準を検討し、統一的に業務にあた

ることを望むものである。 

保険金の支払いのうち、被害者への賠償に係るもので保険契

約先から被害者に直接保険金を支払う旨の契約がされている場

合においては、予算総計主義の例外として処理でき、事務負担

軽減の観点からも、この運用が望ましいと考えます。事例が発生

した際には、統一的に対応するよう周知しました。 

上下水道事業は公営企業会計ではありますが、市長部局と同

様の対応ができるよう、水道課、下水道課で協議しながら統一的

な対応をしてまいります。 

財政課 

水道課 

下水道課 

25 ２ 一括契
約保険の
情報共有
について 

庶務課で契約している「市民総合賠償補償保険」は、法律上の賠償責任の負担である
賠償責任保険と行事参加者等の事故等に対応する補償保険で構成されており、市の業務
全般に及ぶものである。また、市所有施設等に対する火災保険や、各課が保有している
車両に対する自動車保険も庶務課で契約をしている。これら保険については、庁内ホー
ムページで約款、手引等を公開しているが、多くの課では一括契約保険の詳細について
把握をしていなかった。 
一括契約保険の対象範囲、補償内容、事故が発生した際の手順等については、更なる

情報共有化の推進に努められたい。 

 庶務課にて一括契約を行っている保険につきましては、庁内

ウェブ等で約款、手引を公開して周知しているところです。自動

車事故や火災等の建物被害があった際は、速やかに庶務課に

報告をする手順になっており、庶務課から具体的な対応につい

て指示を行っております。一括契約保険の対象範囲、補償内容

については、最新の状況を各課と共有できるよう、これまで以上

に庁内掲示板や庁内ウェブを活用し情報発信をしています。 

庶務課 

25 ３ 毎年継
続してい
る各種保
険の見直
しと競争
性の確保
について 

毎年継続して加入している各種保険契約において、保険対象に変更がないことや保険
金額が低額などの理由から、特定の保険契約先と同一の保険契約を継続している状況が
見受けられた。 
事業に伴う危険度は、社会情勢や業務内容により常に変化している。各課で長期間保

険契約を継続しているものについては、更新の際は、変化に即した保険内容であるか、
より有利な保険契約がないか定期的に見直しを図られたい。また、競争性、透明性及び
公正性を確保するため、競争に適さない相互救済事業の保険などを除き、可能なものに
ついては、入札や複数見積合わせに基づき契約するように努められたい。 

 各課において社会情勢や業務内容の変化に応じて適切な保

険契約ができるよう、定期的に見直しを行ってまいります。また、

可能なものは、複数見積もり合わせを行い契約しております。 

保険契約等を

している課 
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26 ４ 補償内
容等の点
検につい
て 

同種の施設や事業において、同じ部、課のなかでも各保険契約において補償内容等の
差異が見受けられた。 
今後は、保険対象、補償内容が適切に設定されているか各課で点検を行い、妥当性は

あるか、新たな保険加入の必要はないかなどについて点検に取り組まれたい。 

 庶務課においては、庶務課が一括して契約する保険の補償

内容等を庁内掲示板や庁内ウェブで周知することにより、各課

が個別に契約をする保険の補償内容に重複が生じないよう努め

てまいります。 

 各課においては、補償内容等について精査した上で、契約す

るよう努めます。 

庶務課 

保険契約等を

している課 

 



㊢ 
 

蓮田市監査委員告示第２号 

 地方自治法第１９９条第１４項の規定により、蓮田市長から令和３年度定例

監査及び行政監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、同項の

規定により、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。 

 

令和５年３月２８日 

 

 

蓮田市監査委員 小  林    猛 

 

蓮田市監査委員 中 野 政  
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政 調 第 ４ ２ １ 号 

令和５年３月２３日 

 

 蓮田市監査委員 小 林   猛 様 

 蓮田市監査委員 中 野 政  様 

 

 

蓮田市長 山 口 京 子 

 

 

令和３年度蓮田市定例監査兼行政監査結果報告書に基づく指摘事項 

の措置状況について（通知） 

 

このことについて、地方自治法第１９９条第１４項の規定により、別紙のと

おり通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



㊢ 
 

 

政 調 第 ４ ２ ２ 号 

令和５年３月２３日 

 

 蓮田市監査委員 小 林   猛 様 

 蓮田市監査委員 中 野 政  様 

 

 

蓮田市長  山 口 京 子 

 

 

令和３年度蓮田市定例監査兼行政監査結果報告書の提言等への対応 

状況について（通知） 

 

このことについて、別紙のとおり通知します。 
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